
～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

　新たなクリーンセンターの建設は、木津川市にとって、一日も
早く解決しなければならない、たいへん重要かつ緊急の懸案事
項です。敷地造成工事は、平成25年9月に発注してから約一年が
経過し、切土・盛土等を中心に工事が本格化しています。今月号
では、本工事の概要とこれまでの経過について、改めてお伝えし
ます。

【敷地造成工事の概要と経過】

1 廃棄物対策工事
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　クリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の
皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしくお願いします。

（工程）敷地造成工事の主な工程は、表のとおり予定しています。

木津川対岸の国道１６３号から見た現場状況（着手前）

クリーンセンター敷地造成工事　位置図

木津川対岸の国道163号から見た現場状況（平成26年9月）
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鹿背山川向地内です。敷地面積約5ヘクタールのうち、
約3.5ヘクタールを造成します。
約1年6か月を予定しています。
完成目標は、平成27年3月末です。
敷地造成工事の主な内容は、次のとおりです。

　建設地の一部は、以前、ごみ焼却設があったことから、平成
24年度に調査をおこないました。周辺環境への影響はありま
せんが、クリーンセンター建設により、影響が懸念される焼却
灰等の撤去が、平成26年5月に終わりました。

2 造成工事
　建設地は、ほとんどが山林であることから、伐木、切土・盛
土をおこない、新たなクリーンセンターが建設できる平坦地
（約1.6ヘクタール）を整備します。なお、残った土は場外へ処
分するほか、他の公共事業に活用を図ります。

4 雨水対策工事
　敷地に降った雨水を排水するための排水管を整備します。
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3 擁壁工事
　新たなクリーンセンターが建設できる平坦地は、敷地の前
面にある府道より高低差があることから、土留めとなる擁壁
を築造します。
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